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令和４年度 第３回滝沢市環境審議会 会議録 
  

開催日時  

  

令和４年１２月５日（月）１３時３０分から１５時３０分まで 

 

開催場所  

  

滝沢市役所３階 庁議室 

  

出席委員  

  

豊島  正幸委員（会長）、百目木  忠志委員（副会長）、工藤  恒夫委

員、下河原 一眞委員、渡邊  美香子委員、髙橋 弘美委員（６人出席） 

  

欠席委員  

 

中島 清隆委員、民部田 健一委員、皆川 千里委員（３名欠席）  

 

事務局等  

  

市民環境部長  久保  正秋、市民環境部環境課長  田沼  政司  市民環境

部環境課 総括主査 武田 憲昭、主事 工藤 泰輝 

  

傍 聴 者 

の 有 無 

  

なし 

  

会議記録  

の 方 法 

  

要点記録  

  

議  事 

 

第１号議案（報告案件） ごみ減量化行動計画（後期）（案）  

第２号議案（報告案件） 第一次滝沢市環境基本計画素案について  

 

 

 

内  容 

挨拶 

久保部長  
久保市民環境部長より挨拶  

豊島委員  

（会長）  
豊島委員（会長）より挨拶  

事務局 

  田沼課長  

さて、滝沢市環境審議会規則第４条第１項の規定では、

「会長は、必要に応じて審議会の会議を招集し、会議の議

長となる」とされておりますので、ここからの議事進行

は、豊島正幸会長に会議の議長をお願いしたいと思いま

す。 

豊島委員（会

長）以降、豊

島会長と表記  

議事に入ります。二つの案件があります。どちらも報告

案件ということです。この先諮問されるということですか

ら、審議会として答申という形、そこが最終的決定となり

ます。今はこの案を練っているという段階ですので、どう

ぞ、ご遠慮なくご発言いただきたいと思います。  

そ れ で は 、 第 １ 号 議 案  ご み 減 量 化 行 動 計 画 （ 後 期 ）

（案）について、事務局から説明お願いします。  

事務局 

 田沼課長  

ごみ減量化行動計画（後期）（案）につきましては、当審

議会に直接諮問する案件ではございません。報告、お知ら

せするものであります。 

ごみ減量化行動計画につきましては、後期ということ

で、Ｐ２をご覧ください。表がありまして、黄色・緑の部

分がありますが、このごみ減量化行動計画には上位計画が

ございまして、黄色の部分、滝沢市一般廃棄物処理計画と
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いうものでございます。平成３０年度～令和９年度までの

ものとなっています～等々。  

☆以下、事務局田沼課長より詳細説明・報告  

豊島会長  

後期計画に向けて一部見直しを行ったということです

が、大きな変更点は、数値目標を中間年を挟んでやってい

たものを毎年度設定にして見えるようにしたということで

あります。  

更にＰ１の一番下に進捗状況の見直しを行いましたと。

見直しについては、今の説明のとおりだが、「評価を行い

…」とある。どんな評価をしたのですか？  

事務局 

 田沼課長  

 

環境年次報告によって総括評価をしているということで

す。 

豊島会長   年次報告で評価をしたということ？            

事務局 

  田沼課長  
今年度についてはそうです。                             

豊島会長  

 そうすると、今年度については、まだまだ目標に足りな

いということですね？  その点の改善点についてはどうな

んですか？  

事務局 

 田沼課長  

 P６のブルーバックの部分が、「こういう取組みをしてい

きましょう」という部分です。  

豊島会長  
 そういったところをご説明いただいて、皆さんと相談し

たいなぁと思うところでした。                          

事務局 

 田沼課長  
すみませんでした。  

豊島会長   皆さんのご意見、いかがですか？  

工藤委員  

 この計画は私は初めて見ます。感じたことは、家庭系ご

みも生活系ごみもなかなか減量が進んでいないというこ

と。資源ごみもそのとおり。リサイクル率も目標達成が難

しい。これが滝沢市の状況であると滝沢市は判断したよう

だが、盛岡広域でのごみ処理を検討している現在を鑑みる

と、盛岡広域管内他の７市町の状況が知りたい。どうなの

か？  滝沢市よりも他の市町がちゃんとやっているのか、

成績がいいのか判断出来なかった。滝沢市内目標上は進ん

でいないが、盛岡広域で考えた場合は実はいい状態だと

か、そういった部分について判断できない。他の 7 市町の

状況は解るのか？                            

事務局 

 田沼課長  

 現在手元にデータはないが、目標の設定の仕方につい

て、市町ごとによって違いますので、目標達成云々につい

ての比較は一概に出来ない。ただ、実際の排出量について

は、調べればわかります。  

工藤委員  
 その資料によって、滝沢市は頑張っているとか、判断し

たいので、関係７市町のデータも欲しいと思います。                          

事務局 

 田沼課長  

この計画は、他市町村の計画と比べて取り組むものでは

ない。自分たちの目標達成に向けて取り組むべきもので

す。「他市町に比べて滝沢市がいいから取り組まなくてい

い」と考えられても困りますので、滝沢市の目標達成に向

けて取り組むことが先決です。次期計画策定時の目標設定

等の際、他市町の状況を参考にすることはあると思うが、

基本的には本計画は他市町と比較すべきものではありませ

ん。 

工藤委員   実際のところ、どうなの？  

事務局  基本的に他市町の目標の設定の仕方が違うので比較でき
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 田沼課長  ないし解らないです。高い目標を設定して達成できていな

い市町と低い目標を設定して達成している市町の比較とい

う問題もある。  実数なら調べれば数値は解るが、他市町

と比してどうかと言われるとわからないです。  

工藤委員  

 市民としては頑張っているんですよ。しかし目標達成し

ていない。ただ、「滝沢市民はごみ減量がんばったんだな

ぁ」と実感できる雰囲気づくりも大切だと思うんですよ。

だからこそ、他の７市町の状況を知りたいんですよ。市民

としてはね。  

事務局 

 田沼課長  

数値的には県のホームページに出ておりました。いずれ

にしろ、他市町との比較ということではなくて、滝沢市の

目標に対してのみの考え方だということです。  

他市町の数値的なものはお出しできますので、次回参考

資料としてご提供したいと思います。  

工藤委員  

 特に令和１４年度に一つの処理場で（盛岡広域圏でのご

み処理）処理するとき、「うちは頑張ってごみ減量してる

のに、あの市町はごみ量が多い」といった気持になる人も

あるかもしれない。やっぱり他市町の状況を知りたいと思

うんですよ。  

事務局 

 田沼課長  

 現在、ごみ処理広域化において抱えてる問題と言えば、

「滝沢市は他の市町に比べ、分別区分がゆるい」というこ

とです。現在その分別がゆるいことがいいのか悪いのかも

不明ですし、今後プラスチックの分別も増えることとなり

ます。そういった点では分別の厳しい盛岡市に滝沢市が近

づくといったこともあります。滝沢市が一番分別が緩くて

楽だよねと言われることはあります。  

 いずれにしろ、数値的なものは出したいと思います。  

豊島会長  

（ごみの広域処理においてはごみの量に応じて）  計画目

標に達していない場合、市民は「負担金」という形で不利

益を被ると伺っています。ごみの減量が進まない分、負担

金が増すという点、市民への周知というのはどうなってい

ますか？  まだまだ不十分ではないかと感じます。目標値

というのは負担金を念頭において設定されているものです

か？ 

事務局 

 田沼課長  
 これは単純に目標値を…  

豊島委員   じゃぁ、目標値の設定は何を基準にしているのか？  

事務局 

 田沼課長  

 五年前のことで、私、その当時のことはわからないで

す。 既に設定されていたものをもとに作っています。  

豊島会長  

 そうすると、負担金が増すという周知がなされていない

のではないかと思うのだが。  ごみ広域化をした場合に広

域化する際の負担金に関係するという理解でこれまでやっ

てきたのだが…。  

事務局 

 田沼課長  

 現在、広域化後の負担額については、焼却に持ち込んだ

ごみの量で案分して負担するということになっています。

例えば均等割とか人口割など基礎的なものと分けたりはす

るのですが、いまの状態では、全額持ち込んだごみの量で

案分することになっていますので、ごみの減量が負担金の

減額になると考えます。 

豊島会長  

 そこが市民への動機づけになると私は考えます。そこが

ぜんぜん不透明だ。いままで。まぁ、でもそういったこと

が根幹にはあるということを機会をとらえて周知してほし

いと思います。  

百目木副会長  
 単純なことですが、令和５年からの総合計画策定に取り

組んでいるが、ここにある環境基本計画の計画期間も同時
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期である。ただこの「ごみ減量化行動計画」は令和５年～

９年までです。総計や基本計画とリンクしていないのはな

ぜ？  一体的にやるべきと思うが、計画期間がずれている

のはどうしてでしょう？ 

事務局 

 田沼課長  

最初に一般的な話をしますと、国から計画策定しなさい

と示される時期があります。それらは総合計画にかかわら

ず国の指示に従って策定しなければなりませんので、その

タイミングの話です。今回たまたま環境基本計画の最後と

総合計画の最後があっていますが、前副市長からの提案

で、総計と環境基本の策定時期がせっかく一緒になったの

だから、終期も合わせたら？という提案を入れて、前計画

１０年スパンだったものを８年に調整し、合わせたという

経緯があります。  

ただ今般市長の交代に伴い、総合計画への市長意見反映

のため、現行総計が一年延長されることが決まりました。  

事務局 

 久保部長  

 そういう動きがあるということです。まだ決定ではあり

ません。  

事務局 

 田沼課長  

 そういうことで、新しい総合計画の実施は一年延長とな

りますが、環境基本計画等それぞれの計画はそれぞれ進め

なさいとのことですので、このまま進めるため、計画期間

はずれることとなります。  

百目木副会長  

 私がお伺いしているのは、総合計画・環境基本計画共に

８年間ですよね。ところがこのごみ減量化行動はどうして

令和５年～９年の５年間なのですか？ということなんで

す。 

事務局 

 田沼課長  

これは一般廃棄物処理基本計画の下にくる計画で、黄色

い部分の下の計画なんです。黄色い部分の計画とリンクし

ている計画なんです。なので、黄色い部分の計画の中でし

か計画できないものなので、今回は令和５年度～令和９年

度という５年間の計画期間を設定しているものです。  

従前の計画については、国の指示で策定しているタイミ

ングのものですので、総合計画は全く別のタイミングと計

画期間になっているものです。  

髙橋委員  

 私は基本的にこの頂いた資料の「もっとごみを減らすた

めに」に行き着くんだと思います。いまからやれることを

やって準備運動しておくと、８市町一緒になっても、１４

年になっても引けを取るものは何もないし、各団体・自治

会さんだったり、事業者、私は婦人会だけれど、もっとも

っと取り組んでいこうねっていうことでやっていけば、市

民の皆さんへのいいアピールになると思う。この計画書の

とおり行動していくことで、目標達成に近づいていけるも

のと思う。娘が八戸市で学生だったころ、八戸のごみ分別

の厳しさにびっくりしたし、滝沢の緩さを実感した。これ

からも知らない市民の皆さんに知ってもらいながら活動し

ていけばいいと思います。  

 また農業やりながら、なんども農業廃材を清掃センター

に運び込んだのですが、簡単にすませてくれるので、本当

に恵まれてるなぁと思いました。  

 そんな中で感じたことは、分別やリサイクルについて、

もっと市民に詳しくなってもらうことで、ごみを減量出来

るということです。詳しい人は「こうするともっと分別で

きるよ」とかやってくれるが、まだ周知されていない部分

があるのも事実。最近では男の人のほうがごみ出しが巧か

ったりするし、考え方が整理されている。これは集積所・

これは清掃センターへ持ち込みのほうが楽…。といった具
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合に。こういう考え方の整理が大切。昔は中身を調べる必

要があったり、集積所の当番のたびにプライバシー問題で

もめたりしていじけたこともあったが、今はそんな必要も

なくなっている。つまりは、「水きり」など基本的なこと

をきちんとやっていくことを普及できれば大丈夫だと思い

ます。 

 あくまでもこの計画書資料の「ごみを減らすため」の努

力だと思います。  

百目木副会長  

 髙橋委員の発言に全く賛同いたします。計画の中には非

常に具体的に書かれているし、いいことだと思います。 P５

のごみ出し三原則ですか…これをどのように市民に守って

もらうかですね。そのために具体的にどのような取り組み

をするか、それが一番大事だと思います。広く市民に分か

ってもらうために繰り返し周知するとか、ごみ出し三原則

を市のポスター、広報での回覧、こういったもので、繰り

返し周知していくのが大切だと思います。  

 あと、衛生指導員だとか、自治会だとかで集積所の巡回

などの必要性を感じます。そういった具体的な取り組みが

必要と思います。ぜひ検討していただきたいと思います。  

豊島会長  
 この行動計画、具体化方法も明示されているので、これ

を浸透させる動きをしていきましょう。  

髙橋委員  
 昔は「集積所表彰」なんてやっていて、管理している人

たちの励みになっていたよね。  

豊島会長   今もやっていますよね？  

事務局 

 田沼課長  

はい、やっております。議員さんなどからは、「もうやめ

てもいいんじゃないか」なんて言われることもありますけ

れど。今のところはやっております。  

髙橋委員  
 集積所表彰を今もやっているよというのを、市民の皆さ

んに分かってもらうといいかもしれませんね。  

渡邊委員   すみません。私、知りませんでした…。  

髙橋委員  

 うん、やっぱり広報でお知らせするとか、褒めるところ

は褒めて、よく大会で活躍した中学生が報告会やってるけ

ど、あんなふうに、年齢関係なく褒めてあげたほうがやる

気が出る。そうすることで、集積所運営に詳しい人たちの

やる気をもっと引き出せると思う。  

豊島会長  

 はい、それでは「浸透」というところを意識して皆さん

で行動してまいりましょう。  

 今の意見を参考に事務局でも詰めていただければと思い

ます。 

 続いて第２号議案に移ります。報告案件です。第一次滝

沢市環境基本計画についての計画報告及び意見聴取であり

ます。事務局から説明お願いします。  

事務局 

 田沼課長  

これまで第一回、第二回と検討してまいりました環境基

本計画ですけれども、皆様の意見を反映させながら素案を

作成している最中でございます。  本日の会議に先立ちま

して、１１月２５日に滝沢環境パートナー会議の進行管理

委員会を開催しており多くのご意見をいただいているとこ

ろです。  まだご意見全てを反映しきれていないところで

はありますが、いずれ３月中には策定するということで、

随時皆様の意見を伺いながら、進めているところです。  

説明につきましては担当のほうからさせて頂きます。  

事務局 

   武田  

 第一次滝沢市環境基本計画 ver.1.5 の資料、ご覧いただ

きます。  

～以下、説明内容のみ～ 

 大きな変更点につき説明  
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①  第３章 環境の将来像の独立化  

②  第４章 新規独立章 分野横断的施策  

③  上記を受けての第５章の内容改定（環境分野別施策の

独立化）  

④  全体をとおして、青色バックの文字又は文章につい

て、現時点で表現等の編集中であること。  

⑤  大量にある細かな言葉の言い回し等については、説明

を省略するものであること  

⑥  １１ /２５のたきざわ環境パートナー会議進行管理委

員会での意見、第４章  P４３  事務局としては、横

断的施策 =重点施策として取り扱ってきたつもりであ

ったが、「横断的施策としてあるのはその通りだが、

重点・重要施策と言い切れない。よって、市民の皆さ

んに重点・重要施策がすぐ見えるように星印をつける

等の工夫すべき」との意見があった  

⑦  P４０  環境の将来像の図表、逆さである。あってな

いのを訂正。  

⑧  P４１  正三角形で示している「施策体系全体像」に

ついて、「正三角形での関係はおかしい。訂正必要」  

⑨  P４１ 文章の最後に、「市としての SDGS」への取り

組み姿勢を明確に表示すべき  

 等の説明、意見が出たことなどを説明。  

豊島会長  
 ここまでの策定にあたって、事務局で大変なところは、

どういうところですか？ 

事務局  

 田沼課長  
えーと…  

豊島会長  
 なぜ聞いたかというと、その答え方で事務局の姿勢が伺

えるからです。  

事務局 

 田沼課長  

 私、今年の４月からきまして、昨年からの引継ぎ、宿題

がありまして、そこからスタートした訳ですが、皆さんの

意見を聞くことが大切なんだなぁということを感じており

ます。過去２年は書面会議でありました。意思疎通がとれ

ていない部分があったのかなぁと思っています。ですの

で、今回は策定途中であろうと、皆様にお出ししてご意見

を頂戴することに注力しております。細かい部分は担当の

ほうで調整している訳ですが、担当なりの思いやコンサル

との調整、皆様の意見の反映の仕方などやっている訳で

す。いずれ、「みんなでつくる」ということですので、皆

さんのご意見を聞きたいということです。  

豊島会長  

 特に御担当の方からどこが大変だとかありませんか？特

に各部署との調整ってどれほど大変なのか、或いは、行き

違いがあるのかないのか、その辺、「環境課として一本線

を通す」ってことの大変さ、その辺お教えいただければと

思います。  

事務局 武田  

 他課との調整については、他課の皆さんの環境基本計画

に対するご理解がありますので、特段大変ということはあ

りません。現時点で事務局のそれなりの方針があって、各

課で言葉の調整程度のことはありますが、「そもそもこの

方針間違ってないか？」といった議論はありません。  

 ですので、細かい部分での調整や所管範囲違いの調整な

どはありますが、構成・方向性の違いといった議論はない

ので、作業量としては膨大で大変ですが、意見調整として

はさほど大変ではありません。  

豊島会長  
 そうすると、例えば、Ｐ５５環境分別施策体系の「市の

取組みの方向性」とありますが、これは各部署から上がっ
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てきたものをここ「基本的施策」の中に入れ込んだという

ことでいいのでしょうか？  それともここに「基本的施策

として掲げたので、それぞれの部署から当てはまるもの、

取り組みを上げてくれ」というような形で上がってきたも

のなのか？  

事務局 武田  

 Ｐ５４、５５については、こちらでお示ししたもので

す。それを他課の皆さんにご覧いただいてこういう表現で

どうだろう？といった形でお示ししているものです。  

豊島会長  
 ということは、取り組みの方向性についてもこちらから

提示したものですか？  

事務局 武田   はい 

豊島会長  

 わかりました。あがってきたものをそれぞれのカテゴリ

にいれたっていうんじゃなくて、このカテゴリにおいて

は、この施策は大事だよね、だから環境課としては入れて

おきたい、どうだ？と、そして意見調整したと。きぁ、わ

かりました。  

 あと、先ほど、これは１回目の会議のときから課題とな

っております重点事項・重点事業がどこかというのが見え

るようにというご意見が出されておりまして、今の担当者

からの説明の中では、皆様の中からどうぞ、ご自由にこれ

は外せないといったようなことを出してほしいということ

でした。それはそれで必要ですけれども、環境課としてこ

れはというものはありますか？  これとこれは滝沢として

外せないといったものはありますか？   

事務局 

 田沼課長  

 そこは現在調整中です。変更作業等が多いということも

あり課内調整中です。他課の部分に係る場合もありますの

で調整中です。  

豊島会長  
 そうするといろんな人の意見を聞きながら、最後に調整

するということ？  

事務局 

 田沼課長  
 そうです。聞きながらということです。  

豊島会長   そういう方法も一つということです。  

下河原委員  

 ちょっと初心にもどるような質問ですが。確認ですが。

Ｐ５４・５５の SDGs ってなんですか？  

 例えばＰ５４、絵がありますが、１７のゴールとか…。

これは何ですか？  

事務局 武田  

 Ｐ３０をご覧いただいて、ここに国際機関やお国がどの

ように SDGs を実現していくか。そもそも SDGs とは何かを

書いています。  

下河原委員  
 例えばこの独特の表現の１番、お父さんやお母さんが書

かれていますが…  

事務局 武田  

 「貧困を無くそう」という持続可能な開発目標の一つで

す。というように国際機関でこういう方針で取り組んでい

きましょうといった１７の開発目標が設定されているので

すが、今回の環境基本計画の各施策を実現していくこと

で、これら１７の世界的開発目標のどれの実現に寄与して

いるか、結果、世界をよくするための目標に私たちも貢献

していますよといった位置づけの説明です。  

下河原委員   わかりました。  

豊島会長  

 とにかく国連が定めている一番うえの目標で、日本もそ

れにそった形での活動をしていくことになるんだけれど

も、そのためには市町村がその方向で頑張ってもらわない

と日本全体としても目標を達せられないというようなこと

ですね。  
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工藤委員  

 Ｐ５４、５５について、Ｐ５４・５５が横並びではない

んではないかと。１１ /２５の会議で横並びではないんじゃ

ないかという意見が出たが、では順番はどうなの？皆さん

意見をくださいと言われたように思います。  

 そこでね、前回、１０月の審議会のとき、４番の「安全

安心な生活環境」にするために「自然と共生が必要」だ

と、「気候変動に対応する」必要があるんだと。「資源を

大切にする」ひとが必要だと。「知り、学び、行動する人

を育むまち」であるべきと。どなたか委員が発言しました

よね。私もそうじゃないかなと感じておりますので、先ほ

ど事務局から話のあったＰ５４・５５は横並びではないん

じゃないの？   

 あと全く別の話をします。Ｐ５７をご覧ください。生物

多様性の保全のところで、市がオオハンゴンソウ・アレチ

ウリなどを撲滅させたいということでやっているようだ

が、滝沢市だけが頑張ってもどうにもならないのではない

か？  市域境は非常に入り組んでおり、広域的にやらない

と効果がないのでは？  

事務局 

 田沼課長  

 アレチウリ・オオハンゴンソウにつきましては、特定外

来種ということで、国が定めております。ですので、滝沢

市が他市町村にお願いすべきものではないと思っておりま

す。 

工藤委員  
そうすると滝沢市だけが頑張るものじゃないと、そうゆ

うことですね？  

事務局 

 田沼課長  

 そういう認識です。国が定めているものですから。たま

たま滝沢と盛岡の境の土地に繁殖していれば一緒に駆除作

業することはあるでしょうが、それぞれの目標によってす

べきもので、滝沢市がお願いしてやるといったものではあ

りません。  

工藤委員  
 じゃぁ、他の市町村は、撲滅しなきゃならないから、そ

のうちなくなるんじゃないかなって話ですかね？  

事務局 

 田沼課長  

 市町村によって取り組みの仕方って違うと思いますが、

どこの市町村もオオハンゴンソウとアレチウリのことはホ

ームページにも載せているんです。駆除しなきゃならない

という認識は同じです。 

工藤委員  

 じゃあ、ここにオオハンゴンソウやアレチウリ、そして

生物多様性が載っているということは、市は特定外来種の

駆除や生物多様性の保全に積極的に取り組んでいくという

ことですよね。  

事務局 

 田沼課長  
 そうゆう趣旨でございます。  

事務局 武田  

 Ｐ４０・４１の図柄について、逆だったり、正三角形は

おかしいとのご指摘は頂いた。Ｐ５４・５５の基本目標の

順番は、たしかに「安心・安全」が一番というご意見は認

識している。ただ別な意見では気候変動が一番だったり、

自然あっての環境だという意見もある。そういった各種意

見等勘案して今の順番になっている。  同ページの横書き

については、今回独立させた横断的施策がもともとこのペ

ージに包含されていた経緯があり、その状態だと不自然だ

が、現在はこの体系図でいいものと考えています。  

事務局 

 田沼課長  

 一番目に「自然と共生するまち」をもってきたのは、岩

手山があるため、岩手山からもたらされる水の豊かさなど

を大切にしましょうという観点です。  

豊島会長  
 何が重点かを見せるには、いろいろ方法があると思いま

す。その一つは順番、他にもあると思います。今の状態で
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は、この順番を大事に扱っていきたい…ということです

か？ 

事務局 

 田沼課長  

 今のところはそうです。皆さんいろいろなご意見があ

り、思うところはあると思うのですが、今はこの状態であ

るということです。  

豊島会長  

 順番に意味を持たせないで、星印をつけることも方法だ

と思います。星印をつけるにも、「基本目標」に星をつけ

るのか、具体的な施策に印をつけるのか、いろんなやり方

があると思います。最終的には「ここは重点化してるんだ

よ」ということが分かるようにするべきです。  

事務局 

 田沼課長  

 重点事業というのは、市として施策をどういうふうに展

開するのかという表現だと思っています。ですので、基本

目標の場合は全てが重点的なものなので、基本目標に重点

印をつけることは考えていません。基本目標全てが重点で

あると考えます。  

豊島会長   そしたら、どこに重点がつくんですか？  

事務局 

 田沼課長  

 施策としてどれを重点として取り組んで、それに対して

目標をどう掲げるかということを示したいと思います。  

豊島会長   文章で書くという意味ですか？理解できません？  

事務局 

 田沼課長  

 いえ、一番の「自然と共生するまち」に対して施策がい

ろいろある訳ですけれども、その施策に対して各目標数値

を掲げて重点目標として取り組みますよということで、基

本目標に対して一つ上げるのか、基本的施策の中に一つ上

げるのか、いまそこを調整しているところです。  

豊島会長  
（重点の印が）Ｐ５５の基本的施策につくか、具体的な施

策につくか、という可能性があるということですよね？  

事務局 

 田沼課長  
 いや、ここにつくということではなくて…  

豊島会長   見える形はどこでどういうふうにするんですか？  

事務局 

 田沼課長  

 星印で示すと決めた訳ではありませんし、このページで

別に欄を設けて重点施策を示すのか、いずれなんだかの形

で分かりやすい形で考えたいと思います。  

豊島会長  

 そうすると、ご発言を受けての私の理解だと、一番左側

の５つのカテゴリー、これらは優劣つけるべきものではな

いよという主張ですね。  それであればそれで考えていこ

うとはしますが、そうしたときにやはりここまで分厚くな

ります（計画書が）。何を見てほしいのか。滝沢にとって

何を外せないのか、ここを見てほしいという、今度はそこ

の見せる工夫をしていかなくてはならない。そのためには

ここに星印がつくというのがひとつ。他にどんな方法があ

りますか？  

事務局 

 田沼課長  

 私が受けた引継ぎは、重点目標とは、数値で測れるもの

でないとダメというものです。そうしないと達成したのか

どうか判断できないと思うんですよ。例えば生物多様性の

保全に星印をつけても、これは何をもって達成度合いを測

るのか、判断できない訳ですよね。だから私の考えでは数

値目標が立てられるものを設定し、それが達成できたか出

来ないか、それを判断できるものを私は重点目標だと思っ

ています。  

豊島会長  
 そうすると、数値で表現できるものに限って重点とする

という…  

事務局 

 田沼課長  

 そうですね、そうしないと判断できないと思うんです

よ。 

豊島会長   つまり、数値目標を掲げているものを見てほしいという
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ことですか？  

事務局 

 田沼課長  

 一番の「自然と共生するまち」については、これにしま

しょうとかですね…  

豊島会長  

 つまり数値が掲げられる目標を重点としてあげるという

ことですね。そういう方向性は、今初めて認識しました。  

 指標が数値として掲げられるものと掲げられないものが

ありますので、掲げられているものは重要だよという意味

合いを持っていると理解していいですか？  

事務局 

 田沼課長  

 そのなかのどれかを重点として掲げようと自分の中では

考えていたんですけれども。  

豊島会長  
 例えば「森林面積がどうこう」という指標があります

が、これが大事なんですか？そうすると。  

事務局 

 田沼課長  

 進行管理指標ですね、だからこれらの中から選ぶのか、

そこを作業中ですということです。  

豊島会長  

 いま掲げられている指標、これが妥当かどうかあやふや

なところがあります。これがこの施策の指標になるの？と

いうものが沢山あります。そこが前提になっているんでは

なくて、これが大事だから、指標としてこれを重点に選ぶ

べき…という流れじゃないかなぁと思うのですが。  

 まぁ、重点化の見せる形としていろいろあると思うんで

すが、流動化しているなにか必要なんじゃないでしょうか

ね。 

工藤委員  

 あのね、基本目標がね、１～５まである訳ですが、この

中で「４番」と「１．２ .３．５番」は異質だと思うんで

す。 

「１自然と共生するまち」にする理由は「安心・安全な

まち」にするため。  

「２気候変動に対応」するのは何のためか？「安心・安

全なまち」にするため。 

「３資源を大切にするのはなぜ」、「安心・安全なま

ち」にするため  

「５知り、学び、行動する人を育むまち」にするのはな

ぜ？、「安心・安全なまち」にするためという理解ができ

る。 

「４安心・安全なまち」の下に、「１．２ .３．５番」が

入るような構成にすべきでは？   

百目木副会長  

 これまでのご発言を受け、４番と５番を入れ替えるのは

どうでしょうか？  １ .２ .３．５を受けての４という形に

すればいい形になる気がします。  

豊島会長  
 イメージとしては、１ .２ .３．５があって、最後に矢印

があっての４番という形ですね。  

百目木副会長  

 矢印をつけるかどうかは別にして、最後に「安全・安心

な～」というところにおちついたらどうかなと思うので

す。 

事務局 武田   最終的なゴールが４番ということですよね。  

事務局 

 田沼課長  
 工藤さん、順番についてはいかがですか？ 

工藤委員  

 順番というか、今は横並びの施策体系図だから、私の意

見は「横並びではないでしょ」ということです。「４安

心・安全な生活環境」にするためには、１．２ .３．５が必

要という意味だから。  

豊島会長  

 そうすると縦にすると分かりやすいのかな。個々に１．

２.３．５が達成されれば４が実現するという図式なのかな

ぁ。 
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 まぁ、この番号に重きをおく見方をする人もいれば、た

だの並列的番号だよという見方をする人もいる。だからこ

そ誰が見ても「あ、これはこういう構図なんだな」という

のが見える方法での表現を考えていただきたい。  

渡邊委員  

 いままでのお話だと、４番が他のすべてを総括している

ような形になりますが、この「取り組みの方向性」も変え

なきゃならなくなりませんか。  

豊島会長  
 むしろそこにこそ「分野横断的施策」が関係すると思わ

れます。  

渡邊委員  

 この４番が一つのカテゴリとして独立しているからバラ

ンスが取れているのであって、ここが頭だったりお尻だっ

たりすると、取り組みの方向性が変わってきますよね？  

事務局 武田  

 おっしゃるとおりで、この「４安心・安全」カテゴリは

後ろのページでもそれぞれ詳しく取り組みや方向性が述べ

られている大事な分野です。  

 そこで、いま久保部長から名案がでたようなのですが、

部長、お願いします。  

事務局 

 久保部長  

 今のご意見を踏まえて、例えば一つの案としてですけれ

ども、「４安全・安心な生活環境のまち」というのが上位

っていうことであれば、それを P４０の環境の将来像の大き

い緑の部分「地域資源～」のところで、将来これを目指す

んですよね、というところに工藤委員さんおっしゃった部

分が考え方として、ちょっと言葉は違うかもしれません

が、ここに入って、それを目指して基本目標の１．２ .３．

４.５がそれぞれ存在するといつた考え方もできるのかなと

思った次第です。  

 そうしたときに、「４安心・安全な生活環境のまち」と

いう表現を後ろの取組みの方向性としてはそのまま取り組

むんだけれども、それらを束ねる言葉としては、そこを変

えることで、成り立ち・構成は考え方と合っていくのかな

と今思った次第です。一つの案です。  

豊島会長  

 ストッっと落ちる気がします。  

 そういうふうに変わっていけば、「滝沢の将来像はここ

をみてよ」と市民の皆さんに言えるようになるんですよ。  

事務局 

久保部長  

 皆さん多分工藤委員さんと同じように思われたのかなぁ

というところがあったので、それであれば「上位移動に」

ということで。ちょっと文言は後で調整は必要ですけれど

も。方法の一つとして、こうしたことも考えたいかなぁと

思います。これであればなんとなく…  

事務局 武田  

 先ほど申し上げ漏れておったのですが、今部長にご指摘

いただいたＰ４０の環境の将来像、「地域資源循環を大切

にして～」の文において、「岩手山麓の豊かな自然と共生

し未来に引き継ぐ」の部分で、「何を引き継ぐのかわから

ない。主語がない」とのご批判を頂戴しております。  

 そこで、たとえば、文中２段目の「安心・安全に暮ら

せ」を移動し、例えば「岩手山麓の豊かな自然と共生し、

安全・安心に暮らせる未来を引き継ぐ脱炭素を目指すま

ち」的な感じに修正しようと思います。  

 こう表現することで「安心・安全に暮らせ」が総括的に

なるかと。  

豊島会長  

はい、ようやく未来に引き継ぐものが何かという主語が

今出てきました。「安全安心な社会」を引き継ぐ。そうで

あるならば、将来像のところの文章は、「ここが大事だ

よ」と示していけるのかなと思います。  

事務局 武田   そうした場合、百目木副会長さん、工藤委員さん、Ｐ５



12 

 

４・５５の体系図はこのままじゃだめですか？  

百目木副会長  
 あの、「安心・安全」を一番上に持ってくるとか、やり

方はいろいろあると思います。  

事務局 武田   やっぱりここに番号があると順位が気になります？  

百目木副会長  

 うん、いろいろ考え方があると思うんですが、さっきの

環境の将来像への「安心・安全な暮らし」を謳い込むこと

を含めてもう一度検討されたらいいんじゃないでしょう

か？ 

豊島会長  

 私の理解では「安心・安全な生活環境」、その言葉を将

来像のほうに持っていって、「４」には具体的な個別の施

策に合うような表現を入れていただくということであれ

ば、それでいいと思います。  

 今はあまりにも大きい言葉がここにきていて、具体的施

策を見ると「ん？」となるような感じです。  

 環境の将来像のところに「安心・安全な住環境をつくる

んだ」ということが込められれば、私は重点云々と言いま

せん。ここを見ればいいといえますから。  

事務局 武田  

 仮にＰ４０に「安心・安全」を謳い込んだ場合、Ｐ５４

の「４」は安心・安全という言葉じゃないほうがいいです

よね？ 

多数の皆さん   はい 

豊島会長  
 狭くなるけど、例えば「公害のない」とかそんな言葉を

使えばいいんじゃないでしょうか？  

工藤委員  
 公害のない  は資源を大切にするまちにはいりません

か？ 資源を大切にしないから公害が起こるんであって…  

事務局 

 田沼課長  

いや、「公害がない」のと「資源を大切にする」のは別物

です。資源を大切にしても公害が起きるかもしれません

し。 

工藤委員  

 或いは「自然と共生する」ために公害を防止するとかで

入りませんか？  公害を防止するには自然と共生しなきゃ

ならないですよね。  

 あと「快適なまちなみ～」っていうのは、「知り、学

び、行動する～」に入ると思うんですよ。  

 Ｐ５５の基本的施策４－１は基本目標「１又は３」に吸

収させ、基本的施策４－２を基本目標「５」に吸収させ

て、「４」というカテゴリを無くするという意見です。  

豊島会長  
 その辺はいろんな意見が出ましたので、事務局でぜひご

検討ください。  

事務局 

 久保部長  
 はい、アイディア、選択肢として検討します。  

豊島会長  
 その方向で検討いただければ、少し前進する気がしま

す。 

事務局 

 久保部長  

 ４のカテゴリの振り分け方について、後で事務局で検討

したいと思います。  

百目木副会長  

 Ｐ７９  市民の取組みで、「サステナブル・ツーリズム

の研究を行います。」とあるが、市民がどのようにして研

究を行うんでしょうか？  これは観光物産課、行政の役割

ではないでしょうか。  

事務局 武田  

 この目標を達成するためには、観光行政単独では無理だ

し、市民や事業者の皆さんと一体的にやらねばならないと

認識しています。よって次ページに行政の役割としてもで

てきます。ただ、現在の表記だと市民単独の研究のように

誤解されるので、改めます。  

髙橋委員  
 ということは、グリーン・ツーリズムと同じような考え

方で取り組もうということだよね。行政が形作ったところ
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に市民の皆さんのご理解のうえで溶け込んで一体的にやっ

ていこうということだよね。  

事務局 武田  

 そのとおりです。また特にこのサステナブル・ツーリズ

ムの認証ハードルは絶対的に高いものと聞いております。

行政単独・市民単独・観光資源のみでは絶対的に難しい取

組みであるため、市民の皆さんと行政が一体的にやらない

と無理なものです。  

豊島会長  

 そうであるならば、「市民の取組み」「事業者の取組

み」「市の取組み」の順番を是非変えてもらいたい。「市

の取組み」「市民の取組み」「事業者の取組み」の順に変

更してもらいたい。  

 こういう意見を事務局に申し上げたら、ある会議で「市

民が主役」なんだから、「市民が先であるべき」との意見

があり反映させた結果、わざわざこう変更している経緯が

あるとのことでした。  

 しかしそれに捕われることはないと思いますのでご検討

ください。  

事務局 

 田沼課長  

 取り組みの順番については、当初は、市・市民・事業者

の順の表記でした。それを意見をいれて現状の表記にした

経緯がありました。もしよろしければ、この場で皆さんの

意見を聞きながら表記順番を決定したいと思うのですがい

かがでしょう。  

豊島会長  
 はい、いろんな意見が出ているとのことですが、いかが

でしょう？  

渡邊委員  

 私は当初の順番のほうが見やすいです。やっぱり市の方

向性があって市民・事業者の取組みがあったほうが見やす

いです。  

 なぜかというと、市の取組みはかなり具体的な部分が載

っているので、それを受けて市民・事業者がどう動けばい

いかが順序だててわかるんです。いまの順番だとわかりづ

らいと思います。  

豊島会長  
 それじゃあ、この件は当初の順番どおりということでお

願いします。  

工藤委員  

 いまごみの話がでたので、お話しします。Ｐ７７とかご

みのことが出ているが、道路のごみについて、危ないから

拾えないという実態がある。例えばＰ７７は環境課は入っ

ているが道路維持関係課が入っていない。入れるべきだ。  

 もう一つ、コンビニ・スーパーは回収ボックスがある。

しかしドラッグストア系は回収ボックスがない。行政から

協力要請できないか。  

 あと、道路にマスクが落ちている。拾いたくない。なに

かいい方法はないか。  

事務局 

 田沼課長  

 道路に関しては、捨てられてしまったものについては管

理者が…。道路課だったり環境課が出る場合もありますけ

れど、撤去はしております。  

ただ、ここの部分は、ごみを捨てられないようにするた

め、啓蒙（啓発）活動をするという意味での活動をしてい

くという認識で作っています。  

 マスクの捨て方についてはホームページに載っています

ので参考にしてください。  

事務局 武田  

 実際は、道路脇に不法投棄などが発見された場合、「道

路課管理敷地だ」とか「環境課対応すべき土地だ」とか言

わずに、それぞれ或いは２～３課合同でごみ撤去活動をし

ています。  ただ、空き缶数個だったり、少量のごみにつ

いては市民の皆さんにお願いしているのが現状です。  
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事務局 

 久保部長  

 Ｐ８５の美化のほうに、市の取組み「まちの美化・不法

投棄対策の推進」「③ごみやタバコのポイ捨て、犬のふん

害防止等～」の部分でポイ捨て対策や啓蒙（啓発）を行っ

ていくこととなります。 

工藤委員  
 あと、薬王堂とかツルハは何で回収ボックスとか置かな

いんですかね。  

事務局 

 田沼課長  

現時点では、市と協定を結んでいないからです。自主的

においているところもあるのかな？  

事務局 工藤  

 一応、岩手生協さん、ベルジョイスさん、マイヤさん、

ユニバースさん、土日ジャンボ市さんに関しては、それぞ

れ回収している品目は違いますが、協定を結んでトレイ等

を回収しているといったところです。  

事務局 

 田沼課長  

 ほぼ食品トレイをメインで回収しています。  

それで、例えば薬局さんの場合ですと、プラ系や緩衝材

的なものなどは、ものによってリサイクルではなく可燃ご

みとして処理する場合もあります。そういった現状を考え

ると、リサイクル物は少ないのかなと考えます。  

工藤委員  

 その現状を考えると、コンビニなんかよくやっています

よね。全部回収していますよね。全部回収ボックスありま

すよ。組織としては大きいだろうけど、コンビニ自体は単

体では（物理的に）小さい訳で、そんな中で回収ボックス

設置していますよね。  

事務局 

 田沼課長  

 コンビニは事業系一廃として処理しているだけだと思い

ますが…。  

工藤委員   ペットボトルは分別回収していますから…。  

豊島会長   はい、他にありませんか。  

百目木副会長  

 今更、初歩的な質問して申し訳ないのですが、このよう

に立派な環境基本計画を作成して、８年間にわたって取り

組んでいくという予定なようですが、この基本計画をどよ

うに生かしていくのか、行政では、各関連部所が業務とし

てこれを実行できるように取り組んでいくと思います。た

だ、関連する外部、関連団体とか市民に対しては、この計

画をどのような形で水平展開していくのか、どうゆう予定

なのかお伺いしたいと思います。  

事務局  

 田沼課長  

 現時点では、概要版を作ることにしております。環境基

本計画そのものは市のホームページに載せるのですが、こ

れを全世帯に配る訳にはいかないものですから、ホームペ

ージに載せるということと、広報でお知らせするというこ

と。広報のお知らせに合わせてですね、概要版ということ

で、Ａ３サイズ両面１枚とかですね。そういった概要版を

作って…。概要版については、配布か回覧か、ちょっと予

算の関係もあるようですので、都合しながら市民の皆さん

にお知らせしていきたいと思います。  

百目木副会長  

 ホームページにはこれを載せるにしても、ホームページ

果たしてどれくらいの人が見るかですよね。しかも厚いの

でどれくらい見るのか…。概要版を作るとのことですの

で、その際は、市民の皆さんに分かりやすい言葉でつくっ

ていただきたい。  

髙橋委員  

 ちょうどごみの分別について、さっき私が言ったよう

に、年に一回ごみカレンダーのようなものを作ればごみの

出し方が市民の皆さんに浸透しているということを踏まえ

て、計画のほうも、Ａ３一枚両面程度のものを配れば市民

の皆さんへ浸透すると思います。予算が許すのでおれば。  

 あとは広報だよね。  

豊島会長   それでは、時間もせまってきておりますので、最後に私
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の感想です。  

 Ｐ４０の環境の将来像、期せずして議論がここにいった

ということは、本当に一歩、二歩前進…そんなふうに思い

ます。次の校正が大変期待されます。  

 それから概要版の話が出ましたが、概要版というのは、

これ（計画書）を単に縮小したのでは出来ない…概要版に

おいては、「何を削るか・何を残すか」になります。そこ

にこそ、また何を重点として考えるのかがどうしも現れま

す。我々もその都度意見は申し上げますが、よろしくお願

いします。  

 以上を持ちまして議事は終わります。  

事務局 

 田沼課長  

 その他何かあれば…はい、今日も長い時間ありがとうご

ざいました。様々ご意見いただきましたけれども、いろい

ろ直しが入っているところではありますが、次回、最終に

なるかどうかまだ分かりませんが、次回お出ししたいとお

もいます。  

 それでは以上をもちまして、令和４年度第３回滝沢市環

境審議会を終了いたします。お疲れ様でした。  

  

 


